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はじめに 

 

全国トンネルじん肺根絶闘争は、2007年

6月 18日の政府との「トンネルじん肺防止

に関する合意書」の歴史的な締結から 7 年

がたちました。この間、トンネルじん肺闘

争は、①政府に対し、「合意事項」の厳格

な履行を求めるととともに、②現実に生じ

ているじん肺被害に対する補償を裁判に訴

え、さらに残された課題である、③「トン

ネルじん肺補償基金制度」（以下、「基金」）

の法制化をめざし、政治への働きかけを中

心に全力をあげてきました。 

現在、「基金」創設の願いは、その実現

が見通せません。とりくみの再構築が求め

られ、そのためには、この間の「根絶闘争」

の総括が必要かつ重要になっています。こ

のことは、新たに準備されている「第 5陣」

の裁判の位置づけにもかかわり、さらに今

後のトンネルじん肺闘争そのものをどう描

くのか、すなわちたたかいの戦略展望と表

裏一体の関係にあります。 

「こんなにガンバって来たのに、基金は

もうダメでないか」と落胆の声が耳に入り

ます。 

全日自労の昔、先輩から労働組合は「転

んでもタダで起きない」「要求に執念を持

て」と教えられました。この小論の「トン

ネルじん肺のたたかいから学ぶ」は、先輩

の教えを念頭に置きながらも、なかまたち

と語り合いたい「思い」について、闘争本

部長として整理したものです。また、今後

のじん肺根絶闘争の全国議論に寄与するこ

とを意図しています。 

総括にあたっての私のスタンスは、当然

のことですが、労働組合の立場です。具体

的には、トンネルじん肺闘争の経過に沿い

ながら、❶なかまたちの要求がどれだけ実

現し、前進してきたのか、❷組織は大きく

なってきたのか。組合員の喜びや誇りは強

まったのか、➌たたかいが社会的連帯と建

交労の影響力を広げてきたのか、を重視し

ながら記述しています。これら 3点は、「要

求の実現」「組織の拡大」「組合員の成長」

と同義ですが、その統一的な理解と実践は、

私が労働組合の前進にとって死活的に重要

と考えながら活動してきたことによります。 

なお、この総括を深めるために、全国労

災・職業病部会の協力を得ながら、これま

での資料を分析的に検証し、さらに特別に

原告・家族のヒアリングを行っています。 

 

１．裁判を中心とするたたかいの流れ 

 

「四国」と「道南」の先行訴訟 

 

「労働者の命と健康を守る」たたかいは、

建交労に至るこの組合の歴史と伝統の一つ

として定式化されています。トンネルじん

肺の裁判闘争は、旧

全日自労と農村労組

の組合員による「四

国トンネルじん肺訴

訟」1と「道南トンネ

ルじん肺訴訟」2から

始まりました。これ

らは、その後のトン

ネルじん肺闘争につ

ながる「先行訴訟」

といわれています。両裁判とも貴重な成果

を上げ、勝利和解しましたが、じん肺の加

害に対する謝罪が行われず、賠償金額やじ

                                                
1 1989 年（H 元）3 月 27 日に徳島、高知、松山地

裁に 71名が提訴。被告企業は 58社。1996年（H8）

3 月から 11 月にかけて和解解決。 

 

2 1990 年（H2）年 12 月 3 日に函館地裁に 34 名が

提訴、被告企業は 44 社。1998 年（H10）1 月 31

日に和解解決。 
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ん肺防止の抜本的対策という点では課題が

残されました。 

先行訴訟は、炭鉱や金属鉱山などすでに

たたかわれていたじん肺裁判3から勇気と

不屈さを学び、励まされての提訴でした。 

旧全日自労と農村労組は 1991 年（H4）

に組織合同し、建設一般を立ち上げ、じん

肺被災者の「掘り起し」4を本格化させまし

た。1995 年（H7）の全国大会ではトンネ

ルじん肺に対する「全面解決要求」5がかか

げられ、「全国トンネルじん肺補償請求団」

（以下、請求団）結成にむけての学習と組

織化が始まりました。なお、この時期には

ILO・WTOの「じん肺根絶世界計画」6が提

唱され、日本の運動を激励していました。 

 

補償請求団の結成と裁判提訴 

 

建設一般のトンネルじん肺被災組合員に

よる請求団の結成は 1996 年（H8）10月 31

日でした。 

                                                
3 建交労につながる組合員の裁判としては三菱マ

テリアル等を被告とした「細倉じん肺訴訟」（1992

年）やニッチツ等を被告とした「ニッチツじん肺

訴訟」（1992 年）がたたかわれ、和解解決してい

る。 

 

4 医療機関と連携した「じん肺健診」が呼びかけら

れ、当時は「掘り起し」と表現していたが、現在

は「被災者救済のとりくみ」としている。 

 

5 全面解決要求は、その後、①粉じん測定と結果の

評価の義務付け、②作業時間の規制、③エアライ

ン・マスクの着用義務付け、④健康管理体制の確

立、⑤積算基準の改定、⑥トンネルじん肺基金の

創設に発展している。 

 

6 1995年、ILO(国際労働機構).WTO(世界保健機構)

が 2005 年までにじん肺を大幅削減し、2015 年ま

での根絶を提唱していた。 

請求団がかかげた「あやまれ つぐなえ 

なくせじん肺」のスローガンは、①トンネ

ルじん肺を発生させてきたゼネコンの加害

責任を認めさせ、謝罪させる、②トンネル

じん肺被災者に対し、被害に見合った補償

を行わせる、③トンネルじん肺の防止対策

を強めさせ、じん肺を根絶するたたかいの

目標を「わかりやすく」するものでした。

このスローガンはその後、「C 型肝炎」や

「アスベスト」、「福島原発」など、いの

ち健康を守る共通のたたかいに広がりまし

た。 

請求団の組織方針は、広く裁判に参加す

るトンネル労働者を組合員として結集し、

原告・家族の信頼を得ながら裁判闘争を共

同でたたかい、建交労の社会的影響力の拡

大をはかるという戦略でした。被災原告・

家族がとりくみの「主人公」となるよう、

労働組合はたたかいを支える配慮も行いま

した。請求団発足時、団員は約 600 名でし

た。 

1997 年（H9）5月 19 日、東京、仙台、

徳島、高知、松山の 5 地裁にトンネル工事

の元請ゼネコンと鉄建公団7を被告に「全国

トンネルじん肺訴訟」（以下、請求団訴訟）

が提訴されました。請求団は全国単一で組

織運営され、原告数は最終的に 1,424 名と

なりました。裁判は、全国 23地裁・支部に

広がり、被告企業の総数は 180 社にのぼり

ます。 

弁護団8も全国単一で組織され、法廷外で

は労働組合が全国統一闘争を繰り広げる根

絶闘争はその規模と内容においてかってな

い大型裁判となりました。 

 

統一的な和解基準の確立 

                                                
7 旧日本鉄道建設公団。青函トンネルの先進導坑の

直轄工事を施工。 

 

8 弁護団の合計は全国で 295名。(2013.5.21) 
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請求団訴訟では、被告ゼネコンとの間で、

「安全配慮義務」と「平成年代の現場環境」

が争点となりました。すなわち、粉じん職

場であるトンネル現場の粉じん防止対策を

サボり、労働者をじん肺にり患させ、「使

い捨て」てきたゼネコンの加害責任が真正

面から問われました。 

まず、仙台地裁で鉄建公団と 1999年（H

１１）に分離和解が成立し、「公団」が「心

よりのお見舞い」を表明しました。こうし

たもとで東京地裁は係属中の 11 地裁のす

べての裁判の解決を視野に入れた「和解提

案書」を示し、その内容による和解が 2001

年（H13 ）2 月 15 日に成立しました。こ

の和解ではゼンコンが「トンネルじん肺被

害者の発生を防ぎ得なかった事実を厳粛に

受け止め」さらに「じん肺根絶に向けて一

層の努力」を表明し、「弔意」と「お見舞

い」という形で「ゼネコンの謝罪」が行わ

れました。  

東京地裁の「和解基準金額」は、〔表 1〕

ですが、被告ゼネコンの「法的責任が前提」
9とされ、被災者は「時効差別」なく救済さ

                                                
9 この「法的責任」については、その後、間組など

一部ゼネコンが公然と否定する状況が生まれ、東

京地裁は 2004 年の和解条項（3.24）において、あ

らためて「2001 年和解」におけるゼネコンの加害

れ、その後のトンネルじん肺裁判の統一的

な解決基準となり現在に至っています。和

解基準は被災労働者の救済に大きく道を開

き、全国で係属していた裁判と第 2 陣10、

第 3 陣訴訟11も同一内容で和解解決がはか

られました。大きな成果でした。 

請求団裁判から根絶裁判の現在に至るま

でにゼネコンとの和解は約2700名12におよ

びます。 

請求団訴訟では、第 2陣裁判から「基金」

制度が提起され、弁護団は、将来発生する

じん肺罹患者に対し、元請ゼネコンの拠出

による「トンネルじん肺基金」創設で、裁

判をよらない補償金支払い制度を裁判所と

被告ゼンコンに提案しました。なお、東京

地裁は和解前文の中で、ゼネコンに対し、

旧労働省が策定した「粉じん防止ガイドラ

イン」13に沿ってのじん肺防止の強化を求め

ました。 

 

国の責任を問う根絶裁判が始まる 

 

請求団裁判により、トンネル坑夫に対す

る「安全配慮義務」を怠ったゼネコンのじ

ん肺加害責任が違法として断罪されました。

しかし、到達点としては、①国の責任によ

                                                                  
責任に触れ、ゼネコンの「法的責任」を強調して

いる。 

 

10 第 2 陣は 2001 年以降、全国 17 地裁に計 249 名

が提訴。 

 

11 第 3 陣は 2002 年以降、全国 4 地裁に計 47 名が

提訴。 

 

12 2014 年 3 月 28 日現在 

 
13 「ずい道等建設工事における粉じん対策におけ

るガイドライン」(基発第 768号の 2、2000.12.26) 

 

表１ 統一和解基準による和解金額  

区分  合併症の有無 金額 

管理２ 

 非合併症 900 万円 

合併症あり 
1,400 万円（F＋） 

1,300 万円（F－） 

管理３ 

イ 

合併症なし 1,500 万円 

合併症あり 
1,600 万円（F＋） 

1,500 万円（F－） 

ロ 

合併症なし 1,500 万円 

合併症あり 
1,800 万円（F＋） 

1,700 万円（F－） 

管理４   2,200 万円 

じん肺死   2,200 万円 

F＋は肺機能障害あり、F－は肺機能障害なし 
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〔表 2〕トンネルじん肺防止対策に関する合意

書 

１．国は、①粉じんを減少させるための換気の

義務付け、②粉じん濃度測定の義務付け、③掘

削作業等における呼吸用保護具の使用の義務付

け、④特別の呼吸用保護具の使用の義務付け、

⑤適切な発破退避時間の確保の義務付け、⑥Ⅰ

日 10 時間と定めた積算基準の見直し内容とす

るトンネルじん肺対策を強化するための措置を

講ずることを検討する。 

 

２．国は、新たな施策の確立と実施にむけて、

トンネル建設工事におけるじん肺対策につい

て、原告の意見を聞く場を持つ。 

 

3．国は、遺族や患者らに対し哀悼とお見舞い

を申し上げる。 

 

4．国は、これまでもその時々の知見等を踏ま

え、必要な対策を講じ、その努めを果たしてき

たが、全国トンネルじん肺根絶訴訟を真摯に受

け止め、今後とも、じん肺対策の実施に努める。 

るじん肺防止対策の確立をはかることと、

②トンネルじん肺基金を創設するという課

題が残されました。こうした状況を踏まえ、

建交労は 2002年（H14）11月 21日、組織

内部に「トンネルじん肺根絶闘争本部」14を

立ち上げ、「国鉄闘争」15とともに全国２大

闘争として新たなたたかいを開始しました。 

根絶闘争方針は、①裁判で国の責任を明

確にした勝利判決を実現し、その判決を武

器に政府のじん肺政策の転換を実現する、

②全国統一闘争ですべての組合員を結集し

た行動を強化し、じん肺根絶の国民世論の

結集をはかる、③政治に対する働きかけを

強化し、「基金」の法制度化をはかるとい

う、いわば「裁判闘争」「大衆闘争」「政

治闘争」を「三位一体」でたたかうという

方針でした。この「三位一体」のたたかい

は建交労にとどまらず、日本の労働運動の

制度・政策闘争にとっても新たな挑戦とい

えるものでした。 

弁護団はこの裁判を「政策形成型」裁判

として位置づけ、たたかいの「当事者」と

して諸行動を共にすることになります。原

告と弁護団そして労働組合が一体となって

国の政策転換を求めるたたかいです。換言

すれば依頼者が「先生お願いします」とい

う裁判とは異なり、弁護団と原告、労働組

合が一緒に議論し、たたかう関係を重視し

た裁判闘争でした。 

2002 年（H14）11 月 22 日、全国 11 地

裁で 732 名が「トンネルじん肺根絶訴訟の

第 1 陣」（以下、根絶裁判）を提訴しまし

た。このうち、国のじん肺防止の「規制権

限不行使」の違法性を争う「国のみ被告」

の原告は 468 名でした。こうして一度和解

                                                
14 本部長坂田晋作、事務局長成沢方記→岩本一男 

 

15 ＪＲ発足時、国鉄労働者 1047 名が不採用となり、

そのうち 47 名が「全動労争議団」として建交労の

もとでたたかい続けていました。 

した原告が再び裁判の原告となり、「カネ

ではない」と国の法的責任を真正面から追

及する「前代未聞」の裁判が始まったので

す。  

なお、第 2陣は 2006年（H18）4月に東

京など 3地裁に 232名が提訴しています。 

 

政府と歴史的な「合意書」を締結 

 

提訴から 3 年

5 ケ月の 2006

年 7月 7日、東

京地裁は国の

「防じんマスク

の使用、粉じん

濃度測定の義務

付けの規制権限

の不行使」を認

める勝利判決を

出しました。「や

るべきことをやってこなかった」という国

の責任を認める同様の判決は、7月 23日に

は熊本地裁で、10 月 12 日には仙台地裁で

言い渡され、翌 2007（H8）年 3月 28日に

は徳島地裁、同月 30日には松山地裁でも 5

地裁連弾で認められました。 

国は、いずれの判決も不服として控訴し

ましたが、第 1 次安倍晋三内閣のもとで

2007 年（H19）6 月 18 日、政治解決がは

かられ、原告は国を被告とする裁判の「請

合意書を報告する船山団長 
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求権」を放棄しました。この間、根絶闘争

本部は、炎天下の首相官邸と議員会館前で

「控訴するな」と連続の座り込み16等を実施

しました。 

最終的な政治解決は、6月 18日、安倍晋

三首相が原告・家族および弁護団に面会し、

遺族と被災原告に対して「哀悼とお見舞い」

を表明し、「じん肺のない社会をめざす」

とじん肺対策の強化を約束し、政府各省と

の間に〔表 2〕の「トンネルじん肺防止対

策に関する合意書」17が締結されました。こ

れにより請求団闘争は区切りとなります。 

この「合意書」にもとづき、厚生労働省

は 2007年（H19）12月 4日に「粉じん障

害防止規則」を改正し、国土交通省は 2008

年 10月 15日にトンネル工事における積算

基準を改正し、「11時間拘束、10時間労

働」から、1日 8時間労働および４週 8休

に見直し、40時間労働とすると発表しまし

た。こうして「トンネルじん肺防止対策に

関する合意書」は、政府を追い詰め、今後

のじん肺根絶への道を切り開く「金字塔」

を打ち立てるものとなりました。 

                                                
16 当時、首相官邸は警視庁麹町署の警備範囲で「抗

議行動」が規制されていた。行動はそれらに抗し

てのたたかいとなり、その後の「反原発」の官邸

前行動につながっている。 

 
17 「合意書」には別紙があり、その内容は（１）

粉じんを減少させるための換気等の対策について、

（２）粉じん濃度測定について、（3）掘削作業等

についての呼吸用保護具の使用について、（4）送

気マスク（エアライン・マスク）、（5）発破退避

時間について、（6）積算基準についての内容とな

っている。 

 「合意書」の署名当事者は、厚生労働大臣柳沢

伯夫、農林水産大臣赤城徳彦、国土交通大臣冬柴

鐡三、防衛施設庁長官北原巖男と全国トンネルじ

ん肺根絶原告団長船山友衛、全国トンネルじん肺

根絶弁護団長小野寺利孝、立会人自由民主党じん

肺対策議員連盟会長逢沢一郎、公明党じん肺問題

対策プロジェクトチーム座長漆原良夫の 8 名。 

 

この「合意書」に至る過程では、建交労・

原告・家族会の全国統一闘争と政治への働

きかけ、さらに国民世論の高揚が重要な役

割を果たしましたが、次章で具体的に振返

ります。 

 

２．「基金」創設をめざすたたかいの流れ 

 

「請求団のたたかい」でゼネコンのトン

ネルじん肺に対する「安全配慮義務違反」

〔表 3〕トンネルじん肺補償基金構想の概要（2008.3.3） 

 

１．目的 

全てのトンネル建設労働者を継続的かつ一元的に管

理 

し、じん肺のり患を防止するとともに、じん肺にり患

した 

場合には、簡易・迅速に補償が受けられる制度の創設

を 

目的とする。 

２．短期的就労を踏まえた継続的かつ一元的管理 

全国各地の現場で短期就労を繰り返すトンネル建設

労 

働者の就労形態を踏まえ、元請企業・下請企業は、継

続 

的かつ一元的に、就労管理、健康管理等を実施するシ

ス 

テムを作る。就労管理データーは、補償のための職歴 

データーとして活用する。 

3.救済対象 

基金制度以降に、直近のじん肺管理区分の認定決定

（合 

併症を含む）を受けた者とする。現役の労働者が管理 

2、管理 3 の非合併症の認定を受けた場合は、離職あ

る 

いは職種転換を条件に一定の補償金を支払い、その 

後、重症化した場合には、補償水準から上記の補償金

と 

の差額を受けることができることとする。 

4.補償の基準 

公労使の委員で構成される補償検討委員会が、公正な 

補償基準を設定する。 

5.基金の拠出方法 

元請ゼネコンが、トンネル建設受注額に応じた割合で

基 

金に拠出する。 

6.全元請ゼネコンの基金参加の実効性確保 

全ての元請ゼネコンを基金に参加させるため、基金へ 

の参加を公共工事であるトンネル建設工事の入札条

件 

とする。 

7.職歴認定の方法 

トンネル建設の粉じん暴露作業に従事した職歴を認

定 

するための裁判所以外の公正・中立の機関を創設す

る。 
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という企業の加害責任が明確になり、裁判

における統一的な和解基準が確立しました。 

他方、「根絶のたたかい」では国の「規

制権限の不行使」が違法とされ、国の責任

が明確になり、同時に今後のじん肺防止対

策の強化が約束されました。 

これは、建交労・原告がかかげたトンネ

ルじん肺被害に対する、「あやまれ つぐ

なえ なくせ」の要求を前進させ、その後

のたたかいの「足場」を得たことを意味し

ています。すなわち「なくせ」を政府との

「合意」を武器に、現場のたたかいとして

発展させることが重要となりました。 

「トンネルじん肺補償基金制度」の構想

内容は〔表 3〕ですが、2008 年（H20 ）3

月 3 日に原告・弁護団から発表され、裁判

の場でも司法の立場からの「支援」を求め、

政治の場に提起されました。 

この中心は、新たなトンネルじん肺被害

が裁判という「大事」をしなくても、ゼネ

コンの拠出による「基金」造成により、じ

ん肺被害が補償されるというものでし。重

要なのは、「基金」は「裁判なしの補償」

にとどまるものでなく「なくせ」につなが

るという点でした。すなわち、「基金」が

実現すると、①下請業者が行っているトン

ネル労働者に対するバラバラで不十分な健

康管理・教育管理が、「業界」の一元的な

管理を基礎に、統一的に行われ、その結果

予防対策の強化につながります。「なくせ」

への前進です。さらに、②ゼネコンは「基

金」に拠出することになりますが、その減

少のためには、業界全体が「連帯」して、

被災労働者を救済しなければならず、その

ことが「予防」を促すことになります。 

「トンネルじん肺基金」の実現をめざす

具体的なとりくみは、（１）超党派の「議

員立法」によって実現する戦略18にたっての

                                                
18 「トンネルじん肺基金」の法制度化を政府提案

によって実現する展望は、それまでのじん肺裁判

政治に対する働きかけ、（2）労働者・国民

世論の結集、そして、（3）「基金」創設を

妨害するゼンコンの「横暴」への反撃が中

心となりました。また、④現役のトンネル

労働者へ「接近」を意図する「現場調査」

が提起されました。 

国の責任を認めさせる上で、じん肺の「恐

ろしさ」「悲惨さ」の実相－じん肺患者は、

咳、痰、息切れなど特有の症状に苦しみ、

入退院を繰り返しながら、悪化すると酸素

吸入が必要となり、起き上がれないほど全

身が衰え、息苦しく横になって寝ることも

できず、最後は「胸を掻きむしり」ながら

死にいたる。夫の苦しみに、なすすべなく

看護する妻などの精神的苦労は想像を絶す

る－を多くの労働者・国民に知ってもらう

ことが何よりも重要でした。 

このとりくみは、①100 万署名19の推進、

②映画「人として生きる」の上映20、③「い

のちの絆」の記録の発行、④原告・家族が

地域集会等で積極的な訴えるなど、全国で

精力的に繰り広げられました。 

 

（１）「トンネルじん肺根絶を求める賛同署名」

のとりくみ 

 

「賛同署名」は 2002年 11月の東京地裁

への根絶裁判の提訴を受けて、2003年１月

                                                                  
や各省交渉における政府対応からは想定できず、

「政策形成型」裁判により、勝利判決を武器に、

世論を結集し、議員立法により法制化をはかり、

政府の政策転換を実現するという戦略展望でした。 

 
19  トンネルじん肺の根絶を求める賛同署名。

2003.1 から開始。用紙は第 1 次分 37 万枚を全国

に送付。 

 

20 上映実行委を 2001.9に結成。上映開始は 2003.3

から。2年間に 31道県 158会場、276回上映され、

約30万人が見たと報告（2005.2.17闘争本部会議） 

 

官
邸
前
、
心
を
こ
め
、
気
迫
の
訴
え 
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から地方議員など地域のとりくみと同時に、

上京した代表による国会議員賛同の両方か

ら始まりました。賛同を求める内容は、国

がトンネルじん肺発生の責任を認め、防止

対策をはかること。さらに「トンネルじん

肺補償基金制度・ADR」(裁判外紛争処理制

度)を創設すること、さらにトンネルじん肺

の早期全面解決を求めるも

のでした。 

 

❶やりぬ

いた「100

万署名」

の と り く

み 

 

「 100

万署名」

は 多 業

種 の 全

国単一組織である建交労の

組織的特質を大きく発揮す

るものでした。労災・職業

病組織が奮闘するとともに、「労職組織」

のない県本部やトラック部会21など他業種

の組合員も全国統一闘争に結集し、全力を

あげました。 

署名テンポは、半年間で 50万筆を突破し、

1年半後、衆・参院議長へ 1,008,998筆が提

出22されました。各県状況はｐ.13の〔表 5〕

を参照して下さい。 

 

❷国会議員への「賛同署名」のとりくみ 

                                                
21 関西支部は、トラックを中心とする支部ですが、

3 万筆を突破し、原告・家族を大きく激励しました。 

 
22 2005 年 9 月 27 日。なお、2003 年 5 月 12 日に

20 万筆が提出に続くもの。最終集約は 1,014,159

筆。 

 

 

国会議員への賛同を求める「政治闘争」

は過去に例を見ないとりくみに前進しまし

た。当初、「賛同が得られない」「なかな

か理解されない」という声があり、第１回

行動の結果は 7 名23でした。とりくみは、

上京行動とともに地元でも行われ、森喜朗

元首相の地元事務所（石川 2 区）には十数

回の訪問が繰り返され、森議員の「議員連

盟」の顧問就任が実現しました。 

2003年の開始以来、賛同署名のピークは、

2011年 11月の 610名ですが、それは衆参

国会議員の実に 85％を占めるものでした。

この間、７回の国政選挙24が行われ、「新党」

や政党の「離合集散」と政権交代など政治

が激動していました。選挙の「当落」で積

み上げてきた到達点が一気に下がり、その

都度、新たな「巻き返し」の努力を余儀な

くされてきました。「賛同署名」が急速に

                                                
23 2003.4.11 の第 1 回行動では共産 5、民主１、社

民１の 7 名の賛同でした。 

 

24 「トンネルじん肺闘争の時系列まとめ」を参照 

 

〔表 4〕「賛同署名」に対する国会議員の賛同状況 （2014.3.10現在） 

政党・会派 

衆議院議員 参議院議員 

合

計 
％ 賛

同
数 

現
数 ％ 

賛
同
数 

現
数 

 

％ 

 

自民党 174 293 59.4 66 115 57.4 240 58.8 

公明党 31 31 100.0 18 20 90.0 49 96.1 

民主党 55 57 96.5 55 59 93.2 110 94.8 

日本維新会 24 52 46.2 3 9 33.3 27 44.3 

みんなの党 9 9 100.0 10 12 83.3 19 90.5 

共産党 8 8 100.0 11 11 100.0 19 100.0 

生活の党 5 7 71.4 1 2 50.0 6 66.7 

社民党 2 2 100.0 3 3 100.0 5 100.0 

みどりの党 2 2 100.0 0 0 0.0 2 100.0 

新党改革 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

新党大地 0 1 0.0 1 1 100.0 1 100.0 

結いの党 9 9 100.0 6 6 100.0 15 100.0 

無所属 5 9 62.5 3 4 75.0 8 66.7 

計 324 479 67.6 177 242 73.1 501 69.5 
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進んだのは2006年25でした。その背景には、

それまでの「100万署名」の達成や映画「人

として生きる」の上映運動とともに、国の

トンネルじん肺に対する責任を断罪した 7

月 7 日の東京地裁判決、その後の仙台、熊

本判決、翌年の徳島、松山地裁の 5 地裁連

弾の勝利でした。公明、民主、社民の各党

が政府に控訴断念を要求し、じん肺対策の

強化を求める「声明」が出され、多くのマ

スメデイァがとりあげました。国民世論の

大きく高まりました。 

10 年余にわたる賛同署名のとりくみは、

議員が直筆で署名し、賛同するものでした。

現在、議席のない人を含め、その数は累計

で 1,026 筆となっています。なお、直近の

政党・会派別の賛同署名状況は〔表 4〕の

通りです。 

 

➌自治体決議と首長賛同などのとりくみ 

 

トンネルじん肺根絶の世論は、地域にお

いても広がりました。「なくせじん肺全国

キャラバン」の継続が大きな力となってい

ます。 

自治体決議は、請求団のたたかいの段階

では、20県議会と 1301市町村議会決議26で

したが、市町村合併後、2014年4月現在は、

46都道府県と744市町

村（44％）に前進して

います。さらに、議会

議長会は、北海道・東

北県議長会と全国都道

                                                
25 300 名（2,006.5.20）→320名（6.19）→350 名

（8.25）→354 名（9.25）→419 名（10.20）→460

名（11.20）→488 名（12.19） 

26 全自治体の 45.5％ 

 

府県議長会が決議をしています。なお、自

治体首長の賛同署名は 1,092 筆（35％）に

およびます。 

 

（2）「基金」に対する各党の対応と「院内集会」 

 

❶トンネルじん肺の根絶を求める世論の高

まりと原告・家族会の働きかけの中で、2006

年 2 月、公明党の「じん肺問題対策プロジ

ェクトチーム」（座長、漆原良夫衆議）が

つくられました。議員会館の「漆原室」か

らは原告等の国会行動に対し、多様な便宜

がはかられてきました。 

 2007 年 10 月には、自民党の「じん肺議

員連盟」（会長、逢沢一郎衆議）が結成さ

れ、34 名の衆議院議員、3 名の参議院議員

が「議連」に加盟27しました。これらは、政

権与党内にトンネルじん肺基金の実現をめ

ざす「勢力」が公然と動き始めたことを意

味していました。 

この時点の「基金」創設をめぐる根絶闘

争本部の情勢認識は「超党派の議員立法で

基金制度を実現する」という政治的な流れ

にあり、6月 18日の原告・家族会・弁護団

と安倍晋三首相との面会と「合意書」の締

結は、局面をさらに前進させているという

ものでした。 

 

❷「基金」創

設を求める

最初の院内

集 会 は 、

2006 年 3 月

28 日でした。

院内集会に

は、与党の自

民党 12 名、

                                                
27 「議連」は当初 37 名が 2009 年 5 月には 79 名

と自民党議員の 20％に前進しました。 

 

「100 万人の声を聞いて！」と署名を提出 



 

 

    common sense     トンネルじん肺 「根絶」のたたかいに学ぶ        2014.７ 

- 9 - 

 

公明党 1 名と野党の民主党 3 名、共産党 2

名、社民党 3 名、国民新党 1 名の議員本人

が出席し、こもごも「基金」創設への賛同

と決意が述べられ、参加した原告・家族に

確かな「手ごたえ」を実感させるものでし

た。 

院内集会28はその後、自公政権下で１回、

民主党政権下で 2回、再びの自公政権下で

2回開催されました。加えて、毎年の「な

くせじん肺全国キャラバン」29の終結集会に

合わせ、院内集会が 3回開催され、出席し

た国会議員が「基金」創設の決意を表明す

る場にもなっていました。 

 

➌他方、繰り返された院内集会と「基金」

創設が遅々として進まない状況に対し、多

数党の自・公両党、民主党の「姿勢」が問

われ続けました。 

2012 年 11 月 9日、解散・総選挙の直前

の院内集会では、船山友衛団長が「もう何

度、がんばるという言葉を聞いたか。私た

ちにはもう時間がない」と悲壮な訴えを行

い、参加した国会議員に「基金」の法制化

を迫りました。 

安倍第 2次内閣の誕生となった 2013年 6

月 12日の院内集会では、自民党議連の逢沢

一郎会長から「火の出るような船山団長の

発言を聞いた」「厚労、国交部会と原告の

                                                
28 院内集会の経過 

2006.3.28 議員 22 名  

2009.4.14 議員 16 名、秘書 30 名 

2011.5.27 議員 30 名、秘書 97 名 

2012.3.23 議員、秘書 116 名 

11.9 議員 8 名、秘書 58 名 

2013.6.12 議員 17 名、秘書 80 名 

   11.5 議員 17 名、秘書 52 名 
29 キャラバン終結集会の院内集会 

2011.10.18 議員・秘書 40 名 

2012.10.17 議員・秘書 102名 

2013.10.15 議員・秘書 52 名 

懇談会を持った。自民党内に（反対）意見

がある。厚労、国交部会をクリアして、政

策審議会、総務会の手順を経て議員立派が

提出できる」という発言がなされ、「後戻

りではないのか」と「政治不信」が一気に

つのりました。この時、「もう議論ではな

い。やるのか、やらないのか肝を据えるべ

きだ」という他党の出席議員を前にした穀

田恵二衆議（共産）の発言は、原告・家族

の気持ちを代弁するものでした。 

 

（3）「基金」創設

をめぐる異常な

事態 

 

2013 年 5 月

17日、東京新聞

の報道（前ペー

ジ）は参議院選挙の直前、会期末 6 月 26

日を前にしたものでしたが、その中では石

破茂自民党幹事長が「（トンネルじん肺）

被害者をどう迅速に救済するか。政府・与

党で連携して実現したい」と述べ、井上義

久公明党幹事長が「じん肺で苦しむ人を救

済するのが立法府の責務」と述べたと伝え

ています。 

連立与党の 2人の幹事長が「やる」とい

ってからすでに 1年が経過しました。現状

は、事態が打開されないばかりか、「基金」

創設は「限りなく、先延ばし」になりかね

ない状況にあります。 

異常な事態の背景に「一体、何があるの

か」、事実に即した議論が必要です。 

 

政治の「内実」－その経過と背景－ 

 

❶政権交代の前、第 1 次安倍内閣のもとで

自民党が原告・弁護団の要請を受けて「ト

「基金」創設を求める請願提出の院内集

会 
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ンネルじん肺基金構想骨子案」30をまとめま

した。この法案要綱案が「A」案でした。 

 

❷「A」案は、その後、予算価格への配慮条

項31の削除とトンネル事業に新規参入した

企業の「3 年間の拠出猶予」の修正が行わ

れ、最終的な「自・公」実務者と原告・弁

護団の合意が成立しました。これは「A´案」

と呼ばれ、公明党はこれを「公明党プロジ

ェクト案」として公表しています。 

解散前の賛同署名はすでに 534 名であり、

「今国会で制定を」と 2009 年春に急きょと

りくんだ「基金」創設の請願署名（写真）

に対す紹介議員は 307名32でした。 

 

➌2009 年 9 月、総選挙で政権交代が起き、

鳩山由紀夫内閣が成立しました。「基金」

創設との関係では、この間、「実務者」協

議を担ってきた自民党議連事務局長の萩原

誠司議員と民主党のネクスト厚労大臣の仙

谷由人議員が議席を失いました。 

 

➍民主党に「トンネルじん肺議員懇談会

（PT）」ができたのは、政権についた翌年、

2010年の 6月でした。会長は山下八洲夫参

議、事務局長は郡和子衆議でした。なお、

民主党の党内事情で会長が 11 月には谷博

之参議にかわりました。 

 

❺各党中心議員に対する動きかけは、闘争

本部事務局・原告・家族会と弁護団が情勢

                                                
30 萩原誠司自民党議連事務局長を中心に衆院法制

局と協議済のもの。 

 

31 公共事業の工事費には「建退共」（建設業退職

金共済制度）の掛け金が積算されていることを「配

慮」していた。 

 

32 衆院・参院の広報に掲載された人数。 

 

分析を重ねながら主に原告・弁護団が担い

ました。 

 

❻根絶闘争本部のこの時点の基本方針は、

「自・公」両党と民主党の間の「3党合意」

の実現でした。すなわち、公明党は野党と

なりましたが、すでに「法案要綱」すなわ

ち「A´案」を党議決定していました。 

焦点は二つありました。第一は「A´」案

で自民党の「総務会」の「OK」が出される

こと。  

第二は与党となった民主党が「ADR 案」

（後述）ではなく、「A´」案による法制定

のイニシアチブを発揮することでした。他

の会派から異論は示されていませんでした。 

こうしてすべての政党・会派の合意を得

られるならば、「（議員立法の）付託委員

会で委員長が発議し、超党派の賛成で即日

にも『基金』法案は成立する」（漆原衆議）

という想定にありました。 

 

❼この間、日建連33が「基金」に反対するロ

ビー活動を活発化させていました。 

2011 年の国会では、民主党懇談会が「C

案」34を原告・弁護団に求める事態が起きま

した。これは、ADR 案（裁判外紛争処理）

でした。すなわち、じん肺被災者の職歴確

定後、各企業の負担金額を確定し、拠出を

求めるというものでした。「A´」案との違

いは、「A´」案は、「3年間トンネル現場

で粉じん作業に従事したことが確認されれ

ば、基金から補償」されますが、「C 案」

では、ADRの場で職歴が争われ、それが確

定できなければ、やはり裁判になり、被災

者の迅速な救済ができません。制度そのも

のが活用されないことが想定されました。

                                                
33 社団法人日本建設業連合会 

 

34 民主党案は便宜上、「C案」と称されていた。 
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結局、「C 案」はゼネコンが「許容する範

囲」の制度設計でした。 

原告・弁護団は「C 案」についてその不

合理を丁寧に民主党の実務者等に説明しま

したが、結果として民主党と「自・公」両

党、すなわち「3党実務者」35の合意が実現

せず、デッドロックに乗り上げ、時間が推

移しました。 

 

❽2011 年 6 月 22 日、日建連が「トンネル

じん肺救済法に反対する決議」を理事会決

定しました。その理由は、ロビー活動で繰

り広げてきた内容と同じですが、「ガイド

ライン36後は、国のいう通りの粉じん対策を

実施してきた。ゼネコンには責任がない。

仮にじん肺が発生しても国が救済すべき」

「じん肺と関係ない新しい工事受注者が基

金へ拠出することは認められない」「裁判

所の和解の方が解決スキームとして信頼性

が高い。あらたな基金は必要ない」という

ものでした。この主張は「平成年代」もト

ンネルじん肺を発生し続けている企業の社

会的責任を放棄し、裁判に訴えてきた被災

者にだけ、安上がりに「対応」するという

「資本の論理」そのものといえます。 

 

➒2013年 7月の参議院選挙を前に、自民党

が日建連に 4億 7000万円の政治献金を「請

                                                
35 「実務者」とは自公政権下の自民－逢沢一郎会

長、萩原誠司事務局長、公明－漆原良夫会長、民

主党－仙谷由人副総裁を称しています。 

民主政権下では自民党－逢沢会長、公明党－漆

原会長、民主党－郡和子事務長（谷博之会長）の

ラインを称しています。現在は、民主党の懇談会

の会長山井和弘衆議、事務局長中根康弘衆議のラ

インです。 

 

36 注 13 と同じ。「2000 年以後」の意味。 

 

 

求」していること伝えられました。37ゼネコ

ンへの法外な政治献金の無心は、「カネで

政策を左右する」ことにつながり、事実そ

の後、自民党内では「基金」創設の動きに

急ブレーキがかかりました。 

 

❿民主党に対する働きかけは、第 2 次安倍

内閣のもとでも粘りつよく行われ、あらた

めて「議員懇談会」38が立ち上げられました。

「C 案」は民主党が再び野党となったこと

により政治的には「消滅」39しました。 

 

⓫「トンネルじん肺基金」をめぐる政治動

向は、「A´案」を公明党が推進し、民主党

が賛成していますが、再び衆参両院で多数

を占めている自民党の「党議決定」に左右

される状況となりました。 

2014年、原告・家族会の「もう後がない」

という必死の働きかけが行われました。し

かし、自民党内には、「（ゼネコンの新た

な負担には）憲法違反の可能性がある」40と

公然と法案に反対する主張があり、日建連

の反対決議後については「ゼネコンの反対

する法案は無理だ」41という壁が立ちはだか

っています。 

                                                
37 「しんぶん赤旗」の報道（2013.7．8） 

 

38 2013 年 10 月 23 日。会長は山井和則衆議、事務

局長は中根康浩衆議。「懇談会」は顧問の横路孝

弘衆議のまとめにより、「原告の求める『A´案』

で行く」と決定しています。 

 
39 日建連担当者が根絶闘争本部の要請において民

主党が野党になり、「C案は消滅した」と言明。す

なわち、「自民党の考えか大事」との意味でした。 

 

40 脇雅史現参院幹事長（脇議員は旧建設省出身、

発言は、国対委員長時） 

 

41 2014.4.1 赤沢亮正国土交通部会長と原告・弁

護団との話合い時の発言。 
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⓬東京新聞の報道からさらに 1 年。見出し

を立てるなら、「じん肺法案、放置 3 年」

となってしまう現状にあります。 

以上、政治の「内実」の経過と背景です

が、私がとりくみの「再構築」が必要かつ

重要となっていると判断している状況認識

です。 

 

3．原告・家族会が「主人公」として奮闘 

 

これも先輩の教えですが、「歌が歌われ、

映画ができ、本がつくられる争議は勝利す

る」といわれたことがあります。これは組

合員を主人公とし、一人ひとりの知恵と力

を結集した大衆的なたたかいの重要性を教

える教訓でした。 

トンネルじん肺の根絶闘争では「法廷外

のたたかい」「政治への働きかけ」「マス

コミへの訴え」など、時々の言い方の違い

はありますが、一貫して大衆行動が重視さ

れました。そしてこれらの行動を中心とな

って奮闘したのは、痛みのある体で「命が

け」でたたかう原告とそれを支える家族会

でした。 

 

（１）じん肺

根絶のたたか

いに「火をつ

けた」のは家

族会でした。

家族会は、長

野、群馬、福

井、徳島、愛媛、鹿児島での結成を受け、

2001 年 4 月 15日に「請求団家族会」とし

て発足し、その後、学習と交流、行動を通

じて家族の間の親睦を深め、とりくみの先

頭に立ち、文字通りたたかいを支え続けて

きました。 

「妻たちの告発」、「ひまわりの絆」は

涙なくして読めません。じん肺に苦しむ夫

に対する愛情とじん肺に対する強い憤りが

つづられています42。家族会は 18 道県43で

組織されています。 

トンネルじん肺闘争は、建交労の「2 大

争議」でしたが、家族会は「全動労家族会」

とともに夫たちの「同志」としてともにた

たかい、さらに「遺族年金」など独自に厚

労省要請を行なうなど、労働争議の歴史に

あらたな経験を記しています。 

 

（2）映画、「人として生きる」は全国で

30万人以上が見ました。「重い映画でした

が、このような現実を知らない人たちが多

いと思うので、広げてもらいたい」「日本

の企業社会の理不尽な現実を知ることがで

きた」「長くきびしいたたかいを陰ながら

支援させていただきたい」など、多くの感

動が寄せられました。医学生が「医師とい

う職業をあらためて考えた」とか、弁護士

事務所のスタッフが「じん肺根絶のために

尽くしたい」など若い人々に深い感銘を与

えるものでした。 

（3）「じん肺闘争の歌」は家族会副会長の

千明みつ子さんの作詞です。ある高齢者施

                                                
42 「文集」は 5 集発行されている。 

 

43 家族会は、上記にほかに石川、富山、新潟、千

葉、岩手、北海道、大分、岐阜、熊本、福島で結

成されている。 

田中知事を動かした山崎会長 
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設では週 3 回歌われ、歌詞の中の『じ』と

か『ぱい』はリハビリに役立つと思わぬ好

評も得ています。 

「じん肺闘争の歌」は、全国の支援・連

帯を求める集会等で歌われ続けています。 

 

（4）トンネルじん肺のたたかいは、「請求

団闘争」が「いのちの絆」として、「根絶

闘争」は「続・いのちの絆」としてまとめ

られています。この両記録は、すべての国

会議員へ贈呈され、さらに労働組合の範囲

を超えで、全国の自治体や図書館にも普及

され、じん肺根絶を啓蒙しています。 

 

４．「建交労を強く大きくしよう」と全国で努力が 

                                              

❶先行裁判の時点で、旧農村労組の組織的

基盤があったのは、林業県や出稼ぎ送出県

が中心でした。旧全日自労は徳島と北海道

の 2道県だけでした。 

 両組織が合同した 1991 年（平成 3年）

の建設一般の結成時、全国の「労災・職業

病」組織は約 3,500 名でした。 

 

❷1996年、請求団の結成の直前、札幌で組

合員 5,000 名突破を記念して「6,000名をめ

ざす全国集会」が開かれました。 

 

➌根絶裁判の第 1 陣から第 4 陣の原告数は

939 名ですが、その大部分は提訴にともな

う建交労への新規加盟でした。 

 

➍「労災・職業病組織」は実態として 31道

県に組織されていますが、請求団裁判後に

多数の県で組織が増えた44ことになります。 

「労職組織」は、じん肺裁判の原告だけ

ではありませんが、建交労結成時（1999年、

                                                
44 都府県で点在的に組織化が進み、「空白克服」

の努力があり、現在精査中です。 

 

平成11年）の組合員数は6,000名でしたが、

「合意書」締結の時点では7,800名に増え、

その大きな部分がトンネルじん肺裁判に参

加した原告でした。 

現在、全国労職部会は、建交労の業種別

部会45の有力な柱となり、県本部体制を支え

ています。同時に、じん肺被災組合員の高

齢化、「肺ガン」等による死亡が加速度的

に進んでいます。 

「根絶闘争」の今後は、「労職部会」の

組織問題としても重要な局面にあるといえ

ます。 

 

５．「なかま意識」をたかめた賛同署名 

 

100 万署名をやり抜いた各県組織のとり

くみ状況は〔表 5〕の通りです。 

根絶署名の開始は、2003 年（H15 ）1

月からですが、3 単産合同の建交労結成か

ら 3 年半の時点でした。口の悪い人が合同

の内実を「建交労という国籍は同じだが、

多業種で人種がちがう」という状況があり

ました。 

表の「原告の空白」は、都市部に多く、

「労職組織」がないか、それに近い状態で

した。 

こうした中で、結成間もない建交労が全

国統一闘争を成功させることは、個人加盟

の多業種・全国単一組織の今後を左右する

重要性がありました。 

「100 万署名」のとりくみは、全国で数

多くのエピソード、感動を生み、建交労に

所属する同じ組合員としての「なかま意識」

と連帯を強めるものとなりました。また、

幹部活動家にとっては全国統一闘争の姿と

その力を実感させるものでした。 

                                                
45 現在、労職部会は 5561 人と発表されている（２

０１４年第 16 回総会） 

 

「根絶の碑」の完成を祝って（青森） 
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６．トンネル工事の「現場調査」の意義 

 

「トンネルじん肺闘争の時系列のまとめ」

には各年毎の現場調査のヵ所数をあげてい

ますが、合計 64 ヵ所になります。これは

現役のトンネル労働者の組織化を念頭にお

いたとりくみでした。今回、とりくみを振

り返り、痛感しているのは、「トンネルじ

ん肺補償基金」を現場労働者に「教宣」す

ることの弱さでした。 

私の視線の先は、「現場調査」「現場訪

問」から労働組合の現場パトロール権46を確

立する「政策」（＝要求とその実現の道筋）

と「組織方針」（＝職場と地元家族の両方

から）」の確立にあります。トンネル工事

現場の「時短」は、この間のゼネコン要請

や国交・厚労への政府交渉の強化によって、

ゼネコンの「弱い環」として浮かび上がっ

てきています。すなわち、粉じん暴露時間

の短縮、さらに恒常的な時間外労働の是正

は、ゼネコンが「言い逃れ」できず、建交

労の攻勢の「旗印」となるものです。 

❶「施工体系図」にもつづくトンネル工

事の生産過程と「労務配置」や、❷「請負」

給の実態と宿舎・帰郷条件や「労働者意識」

のヒアリング等を系統的に蓄積する条件が

「現場調査」結果から生まれている‥‥私

の「思い」にあります。 

 

７．トンネルじん肺闘争の今後について 

 

「方針」については第一線を退いている

立場ですので、「全国労職部会」の議論に

                                                
46 「現場パトロール権」は、労働組合が職場の労

働条件、安全・衛生等についてその点検、改善の

ために現場に入る権利を想定しています。労働組

合の「ダンダリン」活動で、例えば崩落事故があ

れば、ただちに調査活動を開始するイメージです。 

〔表 5〕 根絶署名の各県のとりくみ 

県名 原告数 署名数 ％ 

北海道 233 61,168 201.8 

青森 
135 

1,788 17．9 

岩手 31,645 158.2 

秋田 96 13,140 55.7 

山形  1,682 16.8 

宮城 77 10,734 46.6 

福島 149 36,857 121.7 

茨城  2,215 11．1 

栃木  1,861 8.6 

群馬 26  6,926 27.5 

埼玉  6,578 24．4 

千葉 12 35,712 140.6 

東京  49,295 82.1 

神奈川 2 3,956 34.9 

山梨  55  

新潟 243 41,771 108.2 

富山 100 25,273 120.3 

石川 64 25,149 130.4 

福井 114 31,556 143.9 

長野 86 43,280 119.5 

岐阜 57 32,696 108.6 

静岡  7,520 34.2 

愛知 2 25,563 94.6 

三重  2,374 11．3 

滋賀  3,903 39.0 

京都 １ 6,551 28.2 

大阪  42,324 128.3 

兵庫  11,244 41.6 

奈良  3,028 21.0 

和歌山  4,729 31．5 

鳥取  409  

島根 １ 29,394 157.7 

岡山 46 12,486 51.9 

広島 8 10,608 50．2 

山口 １１ 12,680 97.1 

徳島 127 20,644 128.7 

香川  3,244 23．8 

愛媛 141 47,524 201.5 

高知 47 30,454 178.8 

福岡  48,991 163.3 

佐賀 12 6,814 45.0 

長崎 25 68,566 284.8 

大分 115  28,266 156.7 

熊本 142 35,422 122.8 

宮崎 133 27,720 194.5 

鹿児島 120 32,480 108.3 

沖縄 2 4,161 26.0 

その他  19,358  

合計 2,363 1,008,898 100.89 
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委ねる立場で私の「思い」にとどめていま

す。 

 

第 1 はトンネルじん肺根絶の「攻めの理

論」を再構築し、展開していくことです。

私流に言えば、トンネルじん肺について部

会が「握って離さない要求」「組織の『肥

え太り』」「社会的合意の拡大」等の戦略

方針を発展させることです。根絶闘争本部

はこの方針と一体的に、❶「裁判の方が信

頼できる。基金は必要ない」等々を主張し

ている「日建連」の不当な業界エゴむき出

しの反社会的な主張と行動を社会的にも、

政治的にも「包囲」するたたかいに全力を

あげることになります。 

❷政治への働きかけは、尽力いただいて

いる議員との「協議」を重視し、新たな「戦

略方針」の確定が必要です。この時、「補

償基金」と「救済法」のネーミングのあり

方や「基金」＝「裁判なしの補償」のとら

え方、さらに「基金」と「なくせ」の課題

の区別と関連など、あらためての議論が想

定されます。 

 

第 2 は、ゼネコンの「弱い環」に対する

現場労働者が「目に見える」たたかいの強

化です。焦点は「時短」と「賃金」です。

根絶闘争が切り開いてきたゼネコンとの闘

争・交渉力、キャラバン等の共闘力、政府・

自治体への影響力など、「足腰」は鍛えら

れてきました。 

❶「3・6協定」による長時間労働は日本社

会の「異常」です。重要なのは「根絶」闘

争が大企業とのたたかいの「先端」にある

ということです。 

❷賃金、すなわち「出来高給と積算の矛盾」

は根本問題です。「現場調査」の発展が要

だと思います。 

 

第 3 は、現場労働者の組織化です。トン

ネル労働者との間で「現役・現場←→労職

部会」の「送受信」機能を拡充させていく

ことがポイントなのだろうと考えています。 

労働者の実態、声を聞きながら、「なか

ま」として語り合える関係が重要です。 

組合員は「費やしたエネルギーの大きさ」

に比してしか増えないー組織化の冷厳な教

訓なのです。 
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トンネルじん肺闘争の時系列まとめ 

年 裁判および組合・原告のとりくみ 政治状況とゼネコン等のうごき 

《先行裁判闘争》 

1989 3 四国じん肺裁判（71 名→1996.3）  

1990 12 道南じん肺裁判（34 名→1998.1）  

1991 8 建設一般の結成  

1992 
2 秩父じん肺裁判（14 名、ニッチツ他） 

5 細倉じん肺裁判（95 名、三菱マテリアル他） 
 

1995 8 全国大会が「基金創設」の要求をかかげる ＩＬＯ/WTO が「じん肺根絶世界計画」を提唱 

《請求団裁判闘争》 

1996 10 全国トンネルじん肺請求団結成（600 名）  

1997 
5.19 全国トンネルじん肺裁判（第 1 陣、11

地裁に 1,189 名） 
 

1998 長野で現場調査を実施   【現場調査1ヵ所】  

1999 
8 建交労結成 

10 なくせじん肺全国キャラバン京都集会 

10 「日本じん肺を国際世論に訴えるシンポジゥ

ム」 

2000  
「ずい道等建設工事における粉じん対策ガイド

ライン」（12.26 基発第 768号） 

2001 

2.15 東京地裁和解（統一和解基準） 

4.15 請求団家族会結成 

5.18 第 2陣 50 名東京地裁へ提訴 

9 「人として生きる」上映実行委員会 

【現場調査 5 か所】 

 

2002 6.7 第 3 陣提訴（東京 15、仙台 14、新潟１１）  

《根絶裁判闘争》 

2002 

11.21 トンネルじん肺根絶闘争本部結成（坂

田晋作本部長） 

22 トンネルじん肺根絶裁判第 1 陣 

【現場調査 6 ヵ所】 

 

2003 

 

１ 「根絶署名」の開始 

2.28 総決起集会 

3 「人として生きる」の上映開始 

5.12 「根絶署名」の 20 万筆提出 

7.25 「根絶をめざすつどい」（請求団闘争の

終結） 

８ 全国大会時点で「根絶署名」が 50 万筆 

【現場調査 3 ヵ所】 

 

2004 

 

4.12 根絶第 2 回全国原告団交流集会 

5.22 家族会全国代表者会議 

11.17 第 2 回根絶闘争本部総会（佐藤陵一本

部長） 

【現場調査 1 ヵ所】 

7 参議院選挙（自民敗北。比較第 1 党で小泉首

相が続投） 

2005 

 

 

 

3.8 第 4 回原告団交流集会 

5.19 家族会第 5 回交流集会（鎌倉、63 名） 

8.22 「100 万署名」の提出。累計 1,008,998

筆 

【現場調査 2 ヵ所】 

 

国会議員賛同署名－212 名。選挙直前は 290 筆 

9.11 衆議院選挙（郵政解散） 
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2006 

 

東京地裁の結審（2.17）を受け、「国の責任」

を求める緊急 50 万人署名を開始。東京、仙台、

熊本地裁に 185,848 筆提出 

3.12 アジア・太平洋セミナー（岩本一男報告） 

4 根絶裁判第 2 陣（東京、仙台、熊本地裁に

計 172 名） 

7.7 東京地裁が勝利判決。「控訴するな」の

官邸前行動。 

7.13 熊本地裁 

10.12 仙台地裁勝訴    【現場調査 1 ヵ

所】 

 

2 公明の「じん肺問題対策プロジェクト」（漆原

良夫衆議が座長） 

3.28  院内集会  

（自民 12、公明１、民主 3、共産 2、社民 3、国

民新１） 

 

公明党、民主党、社民党が控訴断念を要求 

10 自民の「じん肺議員連盟」（逢沢一郎会長、

11.16 現在で衆議 34、参議 3） 

12.5 自民党が原告へのヒアリング実施。 

賛同署名が進む（5.22 300名→12.19 488 名）  

 

207 

 

6.18 「11.18 粉じん障害防止規則改正の「パ

ブコメ」に意見を提出 

 

【現場調査 9 ヵ所】 

 

７ 参議院選挙（「美しい国」が敗北、民主参院

第 1 党） 

8.8 原告と国が合意書にもとづく第 1 回協議

「トンネルじん肺防止に関する合意書」の締結

（100 万署名は最終 1,014,159 筆） 

2008 

3.3 弁護団が「基金構想」を発表 

3.16 「基金構想」を国会議員とゼネコン 14

社に提起 

11 根絶裁判第 3 陣が「アンカー勝負」で提訴 

（東京地裁など 11 地裁１54名） 

【現場調査ヵ所】 

8.11 萩原誠司議員質問（粉じん測定、積算基準

改定） 

10.15 トンネル工事の積算基準の改正 

2009 

 

１ 国の責任の明確化を求める緊急署名（4.16

に 70,953 筆提出。最終 101,912 筆） 

１ 被告 29 社が「統一意見書」を提出 

4 「トンネルじん肺基金」の創設を求める請

願署名を提出。10 万筆超え、紹介議員は 166

名 

5.28 三井金属神岡じん肺裁判（2014．6.27

判決） 

6.18 「続・いのちの絆」の記念会（国会議員

11 名、4 省庁代表など） 

11 家族会の文集「ひまわりの絆」の出版 

11.26 第 3 陣の追加提訴（12 地裁 118 名） 

【現場調査 2 ヵ所】 

 

4.16  院内集会  「基金」創設の請願署名提

出（昼、夕方 2 回の集会。国会議員 15、秘書 30） 

7.4 衆院、参院で 307 名の紹介議員と広報 

 

 

 

9 衆議院選挙 鳩山由紀夫内閣 

（賛同署名は解散前が 534 筆。選挙後は新人議

員 70 名を含め 499 筆となる） 

2010 

 

9.30 トンネルじん肺根絶の碑の除幕式 

 

【現場調査 10 ヵ

所】 

 

6.11 民主の「トンネルじん肺議員懇談会」（107

名、山下ハ洲夫参議会長、郡和子衆議事務局長） 

7.11 参議院選挙（菅首相消費税 10％発言） 

 

2011 

  

 

6.22 日建連が「トンネルじん肺救済法に反対

する」理事会決議 

11 ゼンコン 8 社に「基金創設への妨害やめ

よ」の要請行動 

12.6 第 44 回闘争本部会議 

【現場調査 4 ヵ所】 

 

 

5.27  院内集会 「第 3 陣和解報告、基金早期

成立を」（国会議員 30、秘書 97） 

第 3 陣和解 「真摯な謝意」の謝罪表現 

10.18  キャラバン院内集会 （国会議員、秘

書 30） 

12.6 民主党が基金法案を「自・公案」で党内を

まとめることで 3 党が合意 
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2012 

 

3 清水建設が「非粉じん」を主張（松山地裁） 

5 第 4 陣裁判提訴（11 地裁 151 名、提訴以来、

清水建設に 3 回、大手 4 社攻めの連続） 

5.17 「基金」創設で国交省、厚労省要請 

 

 

【現場調査 5 ヵ所】 

 

3.23  院内集会  今国会で基金成立を（116

名－議員、秘書、メッセージ） 

10.17  キャラバン院内集会 （議員 8、秘書

90） 

11.9 末 院内集会 「基金実現をめざす決起集

会」（議員 8、秘書 58） 

12 衆議院選挙（自民 300 超え、第 2 次安倍内

閣成立）総選挙前の賛同署名 610 筆まで 

2013  

 

ガイドライン以降の「非粉じん」の主張が相次

ぐ 

７ 清水建設への抗議 

 

 

 

 

 

 

【現場調査 5 ヵ所】 

 

6.12  院内集会  決起集会。逢沢会長の「弁

明」あいさつ。（国会議員 17、秘書 80） 

7.8 自民 4 億 7000 万円の政治献金をゼネコン

の請求（赤旗報道） 

7.15  キャラバン院内集会 （議員 11、秘書

41） 

7.21 参議院選挙（民主、第 3極不振、共産躍進） 

賛同署名が 519 筆から 468 筆に減少 

11.5  院内集会 「今国会（12.5 まで）で制

定を」（国会議員 17 名、秘書 54） 

 

2014  

 

3.24 第4陣の最初の和解（東京地裁11/14名） 

 

 

 


